
 

 

事 務 連 絡  

平成 29 年 8 月 25 日 

市内居宅介護支援事業所  

市内地域包括支援センター 御中 

佐世保市保健福祉部長寿社会課長 

 

自己作成扱いとする場合の取り扱いについて 

 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 また、日頃から介護保険事業の推進に、格別のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、見出しの件につきまして、下記の通りまとめましたのでご確認をお願いいたします。 

 

記 

1． 自己作成扱いとは 

要介護または要支援見込みで暫定プランを作成し、居宅サービス計画作成依頼届出書を

提出していたが、結果区分（要介護または要支援）が見込みとは違っていた場合、作成し

ていた暫定ケアプランを自己作成したものとみなし、現物給付を行う事ができるようにす

るもの。 

 

2. 保険者が給付管理を行う場合について 

 該当月の月末が自己作成の期間中であれば、原則として保険者が給付管理を行う。 

 ただし、月末時点で事業所の届出がなされている場合であっても、届出日から月末まで

にサービスの利用がなければ保険者が給付管理を行う。 

 

3. 提出書類 

①居宅サービス計画自己作成届出書 

②自己作成（ケアプラン）に係るサービス提供実績連絡票 

③暫定ケアプラン 

 ※②・③について、自己作成の期間があっても保険者が給付管理を行わない場合は提出

不要です。 

 

4. 提出期限 

毎月 5 日（5 日が営業日でない場合は直前の営業日）             

以上 


